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本件発電所 の基 準地震動 の位 置付 けにつ いて釈 明 を求 め る債権者 らの 202

0年 9月 8日 付 け求釈 明 申立書 に対 し,債務者 は以 下の とお り回答す る。

1 答弁書 「申立 ての理 由に対す る認否 」第 7の 1(1)(282頁 以 下)で述ベ

た とお り,原子炉等規制法 は,最新 の科学 的,専門技術 的知 見 を踏 まえて合

理 的に予測 され る規模 の 自然 災害 を想 定 した安全性 の確保 を求 めてい る とこ

ろ,地震 につ いての安全性 を確保 す る とは,最新 の科学 的,専門技術 的知 見

を踏 まえて合理 的 に予測 され る規模 の地震 に対す る安全性 を確保 す る こ とで

ある。

そ して,「合理 的に予測 され る規模 の地震 」 とは,最 も起 こ りそ うな平均

的な レベル ,すなわち,そ れ を上 回 る こ とも十分想 定 され る レベル の地震 で

はな く,答弁書 「申立ての理 由に対す る認 否 」第 7の 1(1)(282頁 以 下 )

で述べた とお り,本件発電所 の 自然 的立地条件 に照 らして,科学 的・ 専 門技

術 的見地か ら十分 に保 守 的な想 定 を行 い (自 然科学 の不確 実性 を踏 ま えた上

で,そ の点 を保 守 的 に考慮 し),そ れ を超 えるよ うな レベル の地震 が生 じる

こ とは合 理的 には考 え難 い レベル の地震 であ る。

なお ,こ の点 については,先行第一事件抗 告審決 定 も ,

。「「基準地震動」・ ・・ は , ・ ・ 。「最新 の科学 的 ,専 門技術 的知 見 を

踏 ま えて合理 的に予測 され る規模 の 自然 災害」 に該 当す るか ど うか とい

う観 点か ら想 定 され るべ き」 (乙 154(184頁 ))

。「・ ・・ 重 大事故 対策 の強化 が な され た こ とに よ り,「最 新 の科学 的 ,

専 門技術 的知 見 を踏 ま えて合理 的 に予測 され る規模 の 自然 災害」 を超 え

る規模 の 自然 災害 に よって生 じる リス クは社 会 通念 上 無 視 し うる程 度

に軽減 され る とい うの が改 正 後 の原 子 炉 等 規 制 法及 び これ を踏 ま えた

新規制基 準の趣 旨 と解 され る」 (乙 154(183頁 ))



と して ,債務者 と同様 の認識 を明確 に判示 してい る。

2 将来発 生す る地震及 び地震動 を正確 に予測す るこ とは困難 であって も,科

学的 な合理性 を有す る各種 の知 見 を踏 ま えつつ ,そ れ らを保 守的 に組 み合 わ

せ るこ とな どに よ り,本件発電所 にお け る「合理 的 に予測 され る規模 の地震 」,

す なわ ち,「 本件発電所 の 自然的立地条件 に照 ら して ,そ れ を超 えるよ うな

レベル の地震 が生 じるこ とは合理 的 には考 え難 い レベ ル の地震 」 に よる地震

動 (基準地震 動 )を 策定す る ことは可能 であ る。

具体的 に言 えば,債務者 は,敷地 ご とに震源 を特 定 して策 定す る地震動 に

ついて,地域性 を踏 ま え,詳細 な調査 に基づ いて震源 断層 を十分 に把握 した

上で,地震動 評価 が過小 とな る こ とのない よ う,複数 の手法 (「応 答 スペ ク

トル に基づ く手法」及び「断層モデル を用 いた手法」)を 併用す る とともに ,

そ こで用 い る各パ ラメー タの適用 にあた つては ,

・断層長 さや破壊 開始点 ,ア スペ リテ ィ深 さな ど,そ の長 さや位 置 を明確

に特 定 で きない もの は地震 動 が大 き くな るよ う保 守 的 に設 定 した上 で ,

・断層傾斜 角や応力 降下量 な ど,事前 の調査等 に よつてモデル を特定す る

こ とが可能 な ものにつ いて も,独 立 した不確 か さと して考慮す る

な どして ,極 めて保 守的 な地震動評価 を行 つてい る。 さらに,詳細 な調査 に

よつて もなお ,敷地近傍 において発生す る可能性 が あ る内陸地殻 内地震 の全

て を事前 に評価 し得 る とは言 い切れ ない との観 点 か ら,震源 を特定せず策 定

する地震動も考慮 しているのであり,こ のように異なる手法や保守的な条件

を組み合わせて策定された本件発電所の基準地震動は,こ れを超えるような

レベルの地震動が生 じることは合理的には考え難い,極めて保守的なもので

ある。 (答弁書 「債務者の主張」第 3章第 7の 1及び第 3章第 7の 2(82

頁以下)参照 )



なお ,本件発電所 の基 準地震動 の合理性 につ いて は,先 行第一事件決 定が

詳細 な検討 を行 つた上で ,こ れ を認 めてい る。 (乙 154(212～ 316

頁 , 乙 116(36～ 77頁 ))

3 上記 で述べた とお り,本件発 電所 の基準地震 動 は,最新 の科学 的 ,専門技

術 的知見 に照 らし,こ れ を超 え るよ うな レベル の地震動 が生 じることは合理

的には考 え難 い レベル の ものであ るが,仮 に これ を上回 る地震動 が到 来 した

か らとい つて,直 ちに本件 3号機 の耐震安全性 が確保 で きな くな るわ けで は

ない。す なわ ち,本件 3号機 の基準地震 動 は,耐震性能 の限界 を表す もので

はな く,耐震設計 の基準 となる地震動 で ある ところ ,答弁書「債務者 の主張」

第 3章第 7の 214)ウ (231頁 以 下)及 び 「申立ての理 由に対す る認 否」第

7の 5(2(312頁 以下)並び に準備 書面 (1)第 2の 2(1)ウ (ウ )(4

3頁 以 下)で述べた とお り,本件発 電所 が設計耐力 に対 して一定程度 の裕度

を有 してい るこ とを踏 ま えれ ば,仮 に基準地震動 を上 回 る地震動 に襲 われ た

と して も,直ちに施設 の損壊 に至 るこ とはない。

以  上


